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映画の映像素材・ＤＶＤ製造販売差止等事件：最高裁平成 19(受)1105

号・平成 19 年 12 月 18 日(三小)判決〈棄却〉 

 

〔主  文〕 

 本件上告を棄却する。 

 上告費用は上告人らの負担とする。 

 

〔理  由〕 

 上告代理人Ｔほかの上告受理申立て理由第２，第３について 

 １ 本件は，(1) 第１審判決別紙映画目録記載の映画「シェーン」（以下

「本件映画」という。）の著作権者である上告人Ｘ１（以下「上告人Ｘ１」と

いう。）が，本件映画を収録したマスターフィルムを製造し販売する被上告人

Ｙ１及びこれを基に本件映画を複製したＤＶＤ商品を製造し販売する被上告人

Ｙ２に対し，本件映画の複製権及び頒布権の侵害を理由に，上記マスターフィ

ルム及びＤＶＤ商品のそれぞれの販売等の差止め及び廃棄を求め，(2) 我が

国における本件映画の独占的利用権を有する上告人Ｘ２が，被上告人らに対し，

上記利用権の侵害を理由に，不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

これに対し，被上告人らは，本件映画の著作権は存続期間の満了により消滅し

たと主張している。 

 ２ 本件映画の著作権法上の保護に関する関係法令の概要等は，次のとおり

である。 

 (1) 本件映画は，アメリカ合衆国法人である上告人Ｘ１を著作者とし，そ

の著作名義をもって，１９５３年（昭和２８年）に同国において最初に公表さ

れたものであるが，我が国及びアメリカ合衆国は，文学的及び美術的著作物の

保護に関するベルヌ条約に加盟しているため，本件映画は，同条約３条(1)及

び著作権法６条３号の規定により，我が国の著作権法による保護を受け，その

保護期間については我が国の法令に従うこととなる（同条約７条(8)本文）。 

 (2) 映画の著作物の保護期間に関する我が国の法令の概要は，次のとおり

である。 

 ア 旧著作権法（明治３２年法律第３９号）は，映画の著作物の保護期間を，

独創性の有無（２２条の３後段）及び著作名義の実名，無名・変名，団体の別

（３条，５条，６条）によって別異に取り扱っていたところ，本件映画のよう

に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の保護期間

は，公表（発行又は興行）後３３年間とされていた（２２条の３，６条，５２

条２項）。 

 イ 旧著作権法は，昭和４６年１月１日に施行された現行の著作権法（昭和

Ｄ－５２－１ 
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４５年法律第４８号。以下「現行著作権法」ということもある。）により全部

改正された。現行著作権法（下記ウの改正前のもの）は，映画の著作物の保護

期間を原則として公表後５０年を経過するまでと定める（５４条１項）ととも

に，附則２条１項において，「改正後の著作権法･･･中著作権に関する規定は，

この法律の施行の際現に改正前の著作権法･･･による著作権の全部が消滅して

いる著作物については，適用しない」旨の経過措置を定めた。 

 なお，旧著作権法及び現行著作権法を通じて，上記保護期間の終期を計算す

るときは，公表された日の属する年の翌年から起算するものとされ（旧著作権

法９条，現行著作権法５７条），その年から所定の年数を経過した年の末日の

終了をもって当該期間は満了することとなる（民法１４１条）。 

 ウ 映画の著作物の保護期間の延長措置等を定めた著作権法の一部を改正す

る法律（平成１５年法律第８５号。以下「本件改正法」といい，その改正を

「本件改正」という。）が，平成１５年６月１２日に成立し，平成１６年１月

１日から施行された。これにより，映画の著作物の保護期間は，原則として公

表後７０年を経過するまでとされることとなった（本件改正後の著作権法５４

条１項）。なお，本件改正法附則２条は，この保護期間の延長措置の適用に関

し，「改正後の著作権法･･･第５４条第１項の規定は，この法律の施行の際現に

改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し，この法

律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物

については，なお従前の例による」旨を規定している（以下，この規定を「本

件経過規定」という。）。 

 (3) 本件映画を含め，昭和２８年に団体の著作名義をもって公表された独

創性を有する映画の著作物は，旧著作権法上の保護としては，公表後３３年を

経過するまで，すなわち昭和６１年１２月３１日までの保護期間が予定されて

いたところ，昭和４６年１月１日の現行著作権法の施行に伴い，公表後５０年

を経過するまで，すなわち平成１５年１２月３１日まで保護されることとなっ

た。そして，本件映画が本件経過規定にいう「この法律の施行の際現に改正前

の著作権法による著作権が存する映画の著作物」として本件改正後の著作権法

５４条１項の適用が認められるとすれば，その保護期間は平成３５年１２月３

１日まで延長されたことになるのに対し，本件経過規定にいう「この法律の施

行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物」とし

て本件改正後の著作権法５４条１項の適用が認められないとすれば，保護期間

は延長されず，その著作権は既に消滅していることになる。 

 ３ 原審は，本件改正後の著作権法５４条１項が適用されるのは，本件改正

法の施行日である平成１６年１月１日において本件改正前の著作権法による著

作権が存する映画の著作物であるところ，本件映画は平成１５年１２月３１日
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の終了をもって著作権の存続期間が満了しているから，本件改正後の著作権法

５４条１項の適用を受けないとして，上告人らの請求をいずれも棄却した。こ

れに対し，上告人らは，本件経過規定中の「この法律の施行の際現に」という

文言は，当該法律の施行の直前の状態を指すものと解すべきであるのに，これ

を「この法律の施行の日において」と同義に理解し，本件改正後の著作権法５

４条１項の適用を否定した原審の判断には，本件経過規定の解釈適用を誤った

法令違反があると主張する。 

 ４(1) そこで検討すると，本件経過規定中の「･･･の際」という文言は，一

定の時間的な広がりを含意させるために用いられることもあり，「･･･の際」と

いう文言だけに着目すれば，「この法律の施行の際」という法文の文言が本件

改正法の施行日である平成１６年１月１日を指すものと断定することはできな

い。しかし，一般に，法令の経過規定において，「この法律の施行の際現に」

という本件経過規定と同様の文言（以下「本件文言」という。）が用いられて

いるのは，新法令の施行日においても継続することとなる旧法令下の事実状態

又は法状態が想定される場合に，新法令の施行日において現に継続中の旧法令

下の事実状態又は法状態を新法令がどのように取り扱うかを明らかにするため

であるから，そのような本件文言の一般的な用いられ方（以下「本件文言の一

般用法」という。）を前提とする限り，本件文言が新法令の施行の直前の状態

を指すものと解することはできない。所論引用の立法例も，本件文言の一般用

法によっているものと理解できるのであり，上告人らの主張を基礎付けるもの

とはいえない。 

 したがって，本件文言の一般用法においては，「この法律の施行の際」とは，

当該法律の施行日を指すものと解するほかなく，「･･･の際」という文言が一定

の時間的な広がりを含意させるために用いられることがあるからといって，当

該法律の施行の直前の時点を含むものと解することはできない。 

 本件経過規定における本件文言についても，本件文言の一般用法と異なる用

いられ方をしたものと解すべき理由はなく，「この法律の施行の際現に改正前

の著作権法による著作権が存する映画の著作物」とあるのは，本件改正前の著

作権法に基づく映画の著作物の保護期間が，本件改正法の施行日においても現

に継続中である場合を指し，その場合は当該映画の著作物の保護期間について

は本件改正後の著作権法５４条１項が適用されて原則として公表後７０年を経

過するまでとなることを明らかにしたのが本件経過規定であると解すべきであ

る。そして，本件経過規定は，「この法律の施行の際現に改正前の著作権法に

よる著作権が消滅している映画の著作物については，なお従前の例による」と

定めているが，これは，本件改正法の施行日において既に保護期間の満了して

いる映画の著作物については，本件改正前の著作権法の保護期間が適用され，
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本件改正後の著作権法の保護期間は適用されないことを念のため明記したもの

と解すべきであり，本件改正法の施行の直前に著作権の消滅する著作物につい

て本件改正後の著作権法の保護期間が適用されないことは，この定めによって

も明らかというべきである。したがって，本件映画を含め，昭和２８年に団体

の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は，本件改正によ

る保護期間の延長措置の対象となるものではなく，その著作権は平成１５年１

２月３１日の終了をもって存続期間が満了し消滅したというべきである。 

 (2) 上告人らは，本件改正法の施行後においては「改正前の著作権法」は

もはや存在しないのであるから，本件文言は当該法律の施行の直前の状態を指

すものと理解しないと，「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著

作権が存する映画の著作物」という規定自体が論理破たんを来すこととなる旨

主張する。しかし，本件文言は，上記のとおり，新法令の施行日においても継

続することとなる旧法令下の事実状態又は法状態が想定される場合に，新法令

の施行日において現に継続中の旧法令下の事実状態又は法状態を新法令がどの

ように取り扱うかを明らかにするために用いられるものであるから，何ら論理

矛盾は存しない。 

 また，上告人らは，本件改正法の成立に当たり，昭和２８年に公表された映

画の著作物の保護期間の延長を意図する立法者意思が存したことは明らかであ

るとして，この立法者意思に沿った解釈をすべきであると主張する。しかし，

本件経過規定における本件文言について，本件文言の一般用法とは異なる用い

方をするというのが立法者意思であり，それに従った解釈をするというのであ

れば，その立法者意思が明白であることを要するというべきであるが，本件改

正法の制定に当たり，そのような立法者意思が，国会審議や附帯決議等によっ

て明らかにされたということはできず，法案の提出準備作業を担った文化庁の

担当者において，映画の著作物の保護期間が延長される対象に昭和２８年に公

表された作品が含まれるものと想定していたというにすぎないのであるから，

これをもって上告人らの主張するような立法者意思が明白であるとすることは

できない。 

 ５ 以上によれば，本件映画の著作権は存続期間が満了して消滅したとする

原審の判断は，正当として是認することができる。論旨は，採用することがで

きない。 

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 

 

〔論  説〕 

１．現行著作権法においては、映画の著作物のみならず、文芸，学術，美術，

音楽等の著作物についての著作権の存続期間を、５１条以下で規定する中で、
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映画の著作物の存続期間については、５４条１項に「その著作物の公表後７０

年を経過するまでの間存続する」と規定するところ、この法律は平成１６年１

月１日から施行されたが、これに伴い改正法附則２条は、法５４条１項の規定

は、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する作品には

適用しても、改正前の著作権法による著作権が消滅している映画作品について

は適用せず、従前の例によると規定している。ということは、昭和２８年(１

９５３年)中に公表された映画作品の著作権の存続期間は昭和２９年(１９５４

年)１月１日から起算し、満５０年後の平成１５年１２月３１日（２００３

年）に満了したと計算されることになるとは、地裁及び高裁が一貫して説示し

ているところである。 

 この規定期間の正しい計算のためには、民法１４０条～１４３条の規定が基

本となるから、文化庁の計算法による見解は司法の判断では通用しなかったの

である。原告（上告人）はこの文化庁の見解にしたがって被告と争ったわけで

あるが、結局は負けとなったのである。 

 

２．この最高裁判決により、文化庁（行政府）はその見解を訂正しなければな

らないから、関係書物等の解説もそれにしたがうことになろう。ということは、

映画作品に対する旧法時発生の著作権の存続期間の算定について、国民は現行

法改正当時から今日までの長い間、騙されてきたことになる。 

 しかし、このような事態の発生は文化庁始まって以来のことではないだろう

か。 

 

〔牛木 理一〕 


